
令和３年７月２日   No.2391 高鍋町役場 

◆７月は、固定資産税２期・国民健康保険税１期の納付月です。納め忘れがないようお願いします。 
◆町税等の納付方法としてPayPayが利用できるようになりました。 

●令和３年度高鍋町職員の採用試験について 

 ▲試験日時 ９月19日（日） 受付：午前７時30分  試験開始：午前８時30分   

 ▲試験会場 宮崎県立高鍋高等学校  

 ▲申込期間 ７月12日（月）午前８時30分から８月２日（月）午後５時まで 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●防災行政無線の試験放送について 

  ７月28日（水）午後２時から防災行政無線の試験放送を行います。災害ではありませんのでお間違いの 

 ないようお願いします。                 ※詳しくは、生活安全係（☎26-2022）へ。 

●マイナンバーカード・マイナポイント関係手続きの窓口延長について  

  以下のとおり窓口業務を延長します。必要書類などは各問い合わせ先に事前にお問い合わせください。 

 ▲と  き ７月８日（木）、７月20日（火） 午後７時まで 

 ▲と こ ろ 高鍋町役場 １階 町民生活課 戸籍住民・年金係 

 ▲対象業務 ①マイナンバーカードの受け取り ②マイナポイントの申請 

 ※詳しくは、①町民生活課 戸籍住民・年金係（☎26-2006）、②総務課 行政係（☎26-2003）へ。 

●消費者トラブル無料相談会について 

 ▲とき ７月14日（水）午後２時～午後４時（１人30分）  ▲ところ 高鍋町役場 ３階 第３会議室 

 ※電話で事前予約が必要です。詳しくは、西都児湯消費生活相談センター（☎23‐2110）へ。 

総務課からのお知らせ 

◎次回の『お知らせ たかなべ』の発行日は 

 ７月16日（金）です。 

☆在宅医（在宅医は、午前９時から午後５時までです。） 

 ７月４日  大森内科医院 … 内・循・腎・漢内・小  ☎22-0055 山口整形外科 … 整・放 ☎22-3157  

７月11日 黒木内科医院 … 内 ☎23-2883 永友クリニック … 泌 ☎22-3375 

社会増減：転入者数－転出者数  自然増減：出生者数－死亡者数 

Ｒ３.６.１人口 社会増減 自然増減 増減計 Ｒ３.５.１人口 

19,930人   -4人 -18人 -22人 19,952人 

高鍋町の人口増減のすがた（R３.６.１現在人口） 

裏面もご覧ください 

●高鍋町公共施設個別施設計画（案）のご意見募集について 

  今後の公共施設の管理を適正に行うため、令和３年度から令和12年度までの10年間を計画期間とする 

 「高鍋町公共施設個別施設計画（案）」を作成しましたので、町民の皆さまからの意見を募集しています。 

 ▲募集締切 ７月23日（金・祝）必着   ▲閲覧方法 町ホームページまたは財政係で閲覧できます。 

 ▲提出方法 所定の様式にて、メール、FAX、郵送いずれかの方法で提出してください。 

 ▲注意事項                     

 ※詳しくは、財政係（☎26-2002）へ。  

財政経営課からのお知らせ 

●令和３年度高鍋町第１回不動産公売会について  

 ▲受付 ９月28日（火）午後１時30分～午後２時20分   ▲入札 同日午後２時30分～午後３時  

 ▲開札 同日午後３時１分から   ▲ところ 高鍋町役場 ３階 第１会議室      

 ※現在、宅地・建物・農地など７物件を出品中。詳しくは、町ホームページまたは収納係（☎26-2012）へ。   

税務課からのお知らせ 

●なでしこバス（町内巡回バス）の運行について 

  ７月第４週のなでしこバスの運行は、温泉の営業日変更に伴い次のとおりとなります。 

 

 

 

 

  

●高鍋大師（花守山）草刈り作業について 

 ▲とき ７月18日（日）午前６時30分から１時間程度（小雨決行） 

  

●令和３年度「地域発！いいもの」の募集について  

  中央技能振興センターおよび宮崎県地域技能振興コーナーでは、地域で行われている「ものづくり産業振興」 

 や「技能者育成」に役立つ取り組みや制度を応援するため、

 

地域政策課からのお知らせ 

 ７月19日 
（月） 

７月20日 
（火） 

７月21日 
（水） 

７月22日 
（木） 

７月23日 
（金） 

７月24日 
（土） 

７月25日 
（日） 

バス 通常運行 運休 運休 火曜ダイヤ 水曜ダイヤ 通常運行 運休 

温泉 営業 休業 休業 営業 営業 営業 営業 

種 類 職  種 予定人員 年齢・受験資格（一部省略。詳細は町ホームページの実施要領をご確認ください。） 

初 級  

一般事務 若 干 名 
 平成６年４月２日から平成16年４月１日までに生まれた方 。 

土  木 若 干 名 

建  築 若 干 名 
 平成６年４月２日から平成16年４月１日までに生まれた方で、大学、短大、高
専、もしくは高校ならびにこれらの方と同等と町が認める方において「建築系学
科」を卒業している方または卒業見込みの方。 

中 級 保 育 士  若 干 名  平成８年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた方で、保育士の資格を有
する方（令和３年度の試験において取得見込みの方を含む）。 

上 級  

一般事務 若 干 名  平成４年４月２日から平成12年４月１日までに生まれた方 。 

土  木 若 干 名 
 平成４年４月２日から平成12年４月１日までに生まれた方で、大学において「土
木工学」を修めて卒業している方または卒業見込みの方。 

建  築 若 干 名 
 平成４年４月２日から平成12年４月１日までに生まれた方で、大学、短大、高
専、もしくは高校ならびにこれらの方と同等と町が認める方において「建築系学
科」を卒業している方または卒業見込みの方。 

社会人  

一般事務 若 干 名 
 昭和61年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた方で、公務員・民間企業
等の職員としておおむね３年以上経験のある方。 

建  築 若 干 名 
 昭和56年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた方で、公務員・民間企業
等の建築設計および工事管理業務を行う職員としておおむね３年以上経験のある方。 

保 育 士  若 干 名 
 平成３年４月２日から平成11年４月１日までに生まれた方で、保育士の資格を有
し、公務員・民間企業等の保育士としておおむね３年以上経験のある方。 ●唐木戸霊園墓地区画使用者の募集について  

   

●田の上墓地の清掃作業について  

 ▲対象者 田の上墓地にお墓をお持ちの方 ▲とき ７月11日（日）午前７時から  

  

町民生活課からのお知らせ 

 ●後期高齢者医療被保険者証・限度額適用認定証の更新について  

  現在の被保険者証は７月31日（土）で有効期限が切れるため、新しい保険証（みどり色）を７月中に送 

 付します。また、限度額適用認定証も７月31日（土）で有効期限が切れます。８月以降も交付対象となる 

 方には、新しい認定証を７月末までに送付します。※詳しくは、国保・高齢者医療係（☎26‐2007）へ。  

●ノルディックウォーキング教室の開催時間変更について  

  

 

健康保険課からのお知らせ 



「お知らせたかなべ」は高鍋町のホームページでもご覧いただけます。「お知らせたかなべ」で検索してご覧ください。 

編集・発行／高鍋町役場 地域政策課（☎26‐2018） 配布／高鍋町役場 総務課（☎26‐2001） 

●低所得のひとり親世帯生活支援給付金の申請について 

   

 ▲対象者 ①または②に該当する方で、収入が児童扶養手当の収入基準額以下の方  

      ①公的年金等を受給していることにより、令和３年4月分の児童扶養手当を受給していない方  

      ②新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した方 

 ※令和３年４月分の児童扶養手当受給者には、４月30日に支給済みです。 

 ※申し込み方法など、詳しくは、町ホームページをご覧になるか子ども支援係（☎26-2010）へ。 

●重度心身障がい者（児）医療費受給資格者証の更新について 

  重度心身障がい者（児）医療費受給資格者証をお持ちの方は更新手続きが必要となりますので、更新案 

 内が届きましたら、案内に記載のものを持参の上、７月30日（金）までに手続きをお願いします。 

 ※詳しくは、地域福祉係（☎26‐2009）へ。 

●高鍋町重度障害者（児）等在宅介護手当について 

  常に介護を必要とする重度障害者（児）や要介護高齢者を在宅で１年以上介護している方が対象の在宅 

 介護手当制度があります。その他の条件や、調査の結果非該当となる場合もありますので、詳しくは、地 

 域福祉係（☎26‐2009）へ。  

●週末の学習おたすけ教室の開催について 

  週末の学習支援（学校での宿題や宅習など）を７月から無料で行います。 

 ▲対象者 町内の小・中学生   ▲とき 毎週土曜日 午後１時30分～午後３時30分 

 ▲ところ 高鍋町あかとんぼ（高鍋町大字北高鍋956番地3）  ▲定員 １日10人（随時受付） 

 ※申し込みやお問い合わせは、きゃんぱす☆キッズの蓑毛さん（☎090-8831-0364）へ。  

●ひとり親家庭向けのランドセル抽選プレゼントについて 

  

 

●高鍋町地域福祉計画改定に伴う策定委員の募集について  

  ７月16日（金）まで、地域福祉の推進について審議を行う「高鍋町地域福祉計画策定委員」を２人募集 

 しています。申し込みやお問い合わせは、町ホームページまたは地域福祉係（☎26‐2028）へ。  

福祉課からのお知らせ 

●上水道量水器の取替え工事について 

  

 

 ▲工事地区 ①蚊口西の二、蚊口西の一、小丸、小丸下、畑田、小丸上 

       ②蚊口中、蚊口上、後小路、宮越、宮越上、南宮越、竹鳩、切原、兀の下、坂本 

       ③蚊口下、馬場原、中川原、川田、羽根田、青木、老瀬 

 ▲施工業者 ①四角目電気水道設備、②長町設備、③坂本マサキ水道 

 ※工事は令和４年２月28日（月）まで行います。詳しくは、上水道工務係（☎22‐1341）へ。 

上下水道課からのお知らせ 

●農業用廃プラスチック収集について 

 ▲と き ①廃ビニール：７月15日（木） ②廃ポリフィルム：7月16日（金） 

      ２日とも午前８時30分～正午、午後１時～午後３時 

 ▲ところ 児湯農業協同組合 新富茶工場  ▲処理料金 ①11円/kg ②33円/kg ※すべて税込み。 

 ※６月４日発行のお知らせたかなべ（No.2389）とともにお配りした「令和３年度農業用廃プラスチック  

  収集について」記載の収集日を変更しています。ご迷惑をおかけしますが、内容をご確認いただき、 

  お間違いのないようご注意ください。 ※荒天の際の収集など詳しくは、農林畜産係（☎26-2021）へ。  

農業政策課からのお知らせ 
●国民健康保険被保険者証（保険証）の更新について 

  現在の保険証は７月31日（土）で有効期限が切れるため、新しい保険証を７月中に送付します。ただし、 

 次に該当する方は手続きが必要なため、郵送ができません。 

 ▲  ①就学のため世帯主と別居中の被保険者（マル学）で、４月以降に在学証明書を未提出の方は、 

          在学証明書を国保・高齢者医療係に提出し、保険証の交付を受けてください。 

         ②国民健康保険税の滞納がある方は、税務課収納係で納税相談を受けてください。 

 ※限度額適用認定証の有効期限も７月31日（土）までとなっています。８月１日（日）以降に限度額適用認定証 

  が必要な方は、国保・高齢者医療係で申請してください。詳しくは、国保・高齢者医療係（☎26-2007）へ。  

 ◎幼児水泳教室（４歳～６歳対象、定員各25人、全10回） 

 ①  

 ◎小学生水泳教室（小学1年生～6年生対象、定員各35人、全10回）  

 ①７月28日～10月６日（毎週水曜日）午後６時～午後７時  

 ②  

 ▲と こ ろ コンフォール健康センター（高鍋町健康づくりセンター）プール 

 ▲参 加 料 7,000円 ※参加が決定した方は、教室開始日前日までに支払いをお願いします。 

 ▲申し込み ７月16日（金）までに、電話またはコンフォール健康センタープールまで。  

  

 ※詳しくは、コンフォール健康センタープール（☎23-2335）へ（月曜日を除く）。   

●町制施行120周年記念「書家・金澤翔子展」の開催について 

 ▲と  き  

 ▲観 覧 料 大人 当日 800円 / 前売り・団体 600円 

       小中高生・高齢者・障がいのある方 当日 400円 / 前売り・団体 300円 

       小学生未満、町内の小中高生および特別支援学校生は無料 

 ▲  金澤翔子氏席上揮毫＆金澤泰子氏講演会       ７月17日（土）午後２時～午後４時  

       金澤翔子氏席上揮毫＆金澤泰子氏ミニトーク ８月 １日（日）午後２時～午後３時 

       ※高鍋町美術館多目的ホールで開催。要予約（電話のみの受付）で、先着100人まで。 

 ※詳しくは、高鍋町美術館（☎23‐8887）へ。  

●たかしんホール（高鍋町中央公民館）夏休み子ども教室の開催について 

 ▲受 講 料 各教室無料     

 ▲申し込み たかしんホールへ。※定員になり次第締切。 

 ※絵画教室のテーマは自由です。何を描くか考えて事前に準備してきてください。読書感想画を描く方 

  は、必ず本を読んで持参してください。  

 ※当日は、マスクの着用をお願いします。詳しくは、たかしんホール（☎23-0048）へ。  

●第71回「社会を明るくする運動」強調月間について  

  この運動は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それ 

 ぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築こうとする全国的な運 

 動で、毎年７月が強調月間となっています。立ち直りを支える取り組みや就労支援について、皆さまのご 

 理解とご協力をお願いします。              ※詳しくは、生涯学習係（☎23-3326）へ。 

社会教育課からのお知らせ 

教室名 とき 持参するもの 対象者  定員  講師 

習字教室 
７月26日（月） 

午前９時30分～正午 
習字道具、半紙、古新聞 小学１年生～６年生 35人 永田 蝶 

絵画教室 
８月２日（月）、８月３日（火） 

午前９時30分～正午 

絵画道具、画用紙、画板、本 

(鉛筆、絵具、クレヨン) 

小学３年生～６年生 

(２日間参加できる方) 
25人 前田 昌樹 


